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法人コンサルティング部 

会社法務・コーポレートガバナンス 

コンサルティング室 

2024年 3月 25日 No.216 

証券代行ニュース No.216 では、トピックスとして「金融庁『記述情報の開示の好事例集 2023』

の更新（中堅中小上場企業の開示例等の公表）」を、特集として「東京証券取引所『プライム市場

における英文開示の拡充に向けた上場制度の整備』（制度要綱）等を公表」をお伝えします。 

ニュース 

3/11（月） 
経済産業省・東証「健康経営銘柄 2024」に 53社を選定と公表 
https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240311003/20240311003.html 

3/11（月） 
年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）「GPIFの運用機関が考える『重大な ESG課
題』」を公表 
https://www.gpif.go.jp/esg-stw/20240311_esg_issues.pdf 

トピックス  

金融庁『記述情報の開示の好事例集 2023』の更新（中堅中小上場企業の開示例等の公表） 

金融庁は 3 月 8日、2023年 12月に公表した「記述情報の開示の好事例集 2023」を更新し、有

価証券報告書における、コーポレート・ガバナンスの状況等に関する開示の好事例、各テーマに関

連する中堅中小上場企業の開示例およびサステナビリティ開示関連の定量分析を追加で公表しまし

た。本稿では、そのうち中堅中小上場企業※の開示例の一部をご紹介します。 

https://www.fsa.go.jp/news/r5/singi/20240308.html 

（※公表資料では、直近決算期における売上高が 300億円以下の企業の事例を選定しています。） 

◼ 投資家・アナリスト・有識者が期待する主な開示のポイント：中堅中小上場企業 

✓ 開示のリソースが十分でない企業は、網羅的に開示を行うよりも、企業にとっての重要な論

点や、開示を通じて投資家に伝えたいことに焦点を当てた開示を行うことも有用 

✓ 現時点で開示できていない情報については、今後の開示の方針や方向性について記載するこ

とが有用 

✓ 社内の取組みとして進捗管理を行っている指標のうち、企業の特徴が表れている独自指標に

ついて開示されると、業績予想や対話のきっかけになるため有用 

◼ 掲載されている好事例：株式会社力の源ホールディングス（気候変動関連等） 

             （出所）本開示例 10－7 

好事例として着目したポイント 

（１）リスクとして想定された一部の項目に

ついて財務インパクトを試算し、1.5℃

シナリオと 4℃シナリオに分けて、そ

の結果を定量的に図示 

（２）GHG排出量（Scope1～2）の実績を記

載するとともに、Scope3と中長期的な

目標の検討状況について端的に記載 

https://www.fsa.go.jp/news/r5/singi/20240308.html
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特集 

東京証券取引所「プライム市場における英文開示の拡充に向けた上場制度の整備」（制度要

綱）等を公表 

 2 月 26 日、東京証券取引所（以下、東証）は、「プライム市場における英文開示の拡充に向けた上

場制度の整備について」（制度要綱）、「プライム市場における英文開示の拡充に向けた上場制度の整

備の概要」を公表しました。本号では、その概要をご紹介します。なお、詳細については、次の各

URLよりご覧ください。 

https://www.jpx.co.jp/rules-participants/public-comment/detail/d1/skc8fn0000002jw1-att/skc8fn0000002jya.pdf 

https://www.jpx.co.jp/rules-participants/public-comment/detail/d1/skc8fn0000002jw1-att/skc8fn0000002jyd.pdf 

 

１．制度整備の趣旨・概要について 

東証は、プライム市場をグローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場と位置

づけ、上場会社の英文開示を促進してきました。2021年のコーポレートガバナンス・コードの改訂によ

り、プライム市場の上場会社について、開示書類のうち必要とされる情報について、英語での開示・提

供を行うべき旨が追加されたことなども踏まえ、近年、プライム市場上場会社においては、英文開示の

取組みが進展しています。 

【英文開示実施率の推移および資料別の英文開示実施率】 

 

（出所：東証「英文開示実施状況調査集計レポート」（2024年 1月 24日）5頁） 

一方、海外投資家からは、依然として、日本語と英語の情報量や開示のタイミングの差といった情報

の非対称性が投資の制約になっている等、改善の必要性が指摘されています注。 

 

（注）東証「英文開示に関する海外投資家アンケート調査結果」（2023年 8月 31日）では、上場会社の英文開

示について「回答者の 75％が改善を評価するも、72％は英文資料のタイミングが遅いことや中小型株における英

文開示の不足等を理由に不満」と回答しています。 

決算短信及び適時開示資料の英文開示について「必須」または「必要」と考える回答者の割合は、それぞれ

89％、79％であり、また、当該回答者の内 70％以上が「日本語との同時開示が必要」と回答したとする調査結果

が公表されています。 

 

東証は、こうした状況を踏まえ、プライム市場上場会社への更なる海外投資家の投資を呼び込み、対

話を通じた企業価値向上を促していく観点から、プライム市場の英文開示の拡充に向けて、次のとおり

所要の制度整備を行うとしています。 
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【概要】 

項目 内容 

(1)英文開示に

関する努力義務

の新設 

企業行動規範の「望まれる事項」として、以下を規定。 

・プライム市場上場会社は、重要な会社情報について、可能な限り、日本語による

開示と同時に、英語により同一の内容の開示を行うよう努めるものとする。 

(2)決算情報・

適時開示情報の

英文開示の 

義務化 

企業行動規範の「遵守すべき事項」として、以下を規定。 

・プライム市場上場会社は、決算情報及び適時開示情報について、日本語による開

示と同時に、英語による開示を行うものとする。 

・この場合において、英語による開示については、日本語による開示の内容の一部

又は概要を開示すれば足りるものとする。 

（東証「プライム市場における英文開示の拡充に向けた上場制度の整備」（制度要綱）より当社作成） 

 

２．決算情報・適時開示情報の英文開示の義務化 

上場会社における実務上の負荷も鑑み、まずは、特に投資判断に与える影響が大きく、速報性が求め

られる開示情報として、前掲【概要】(2)にも記載のとおり、決算情報及び適時開示情報について、企

業行動規範の遵守すべき事項として日本語と同時の英文開示が義務化されました。 

具体的な義務化の内容は次のとおりです。 

 

（出所：東証「プライム市場における英文開示の拡充に向けた上場制度の整備の概要」（2024年 2月 26日）4頁） 

決算情報について、想定される書類は「決算短信・四半期決算短信、決算補足説明資料」とされてい

ますが、この点、日本語で決算補足説明資料の作成・提供を行っていない場合は、当該資料について英

文のみの開示を求める趣旨ではないとされています。 

また、留意事項に記載の「日本語における開示の内容の一部又は概要を英語により開示することでも

可」とは、例えば決算短信・四半期決算短信のサマリー情報のみ英文開示を行っている場合でも、規則

違反には当たらないとされました。 

一方で、海外投資家からは、決算短信・四半期決算短信について、財務諸表の数値などの情報だけで

なく、セグメント情報や注記などについても英文開示を求める声や、決算補足説明資料を重視する声も

寄せられている（後掲【海外投資家が英文開示を必要とする項目・情報等】ご参照）ことから、各社が

海外投資家との対話の内容等も踏まえて、英文開示の範囲について、継続的に検討することが求められ

ています。 

また、適時開示情報について、想定される書類は「すべての適時開示項目」とされており、軽微基準

に該当する場合であっても、公平な情報提供の観点から、日本語で適時開示を行っている場合は、英文

開示が必要とされています。 
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 その他、英文開示は、日本語による開示の参考訳として求められるものとし、内容の正確性について

は実効性確保措置（公表措置など）の対象とならないとされていますが、英文開示自体を行っていない

場合には実効性確保措置の対象となる場合があるとされています。 

【海外投資家が英文開示を必要とする項目・情報等】 

 

（出所：東証「プライム市場における英文開示の拡充に向けた上場制度の整備の概要」（2024年 2月 26日）8頁） 

３．実施時期 （予定） 

 制度の実施時期としては、2025年 4月 1日以後に開示するものから適用とされました。  

なお、英文開示に必要な体制の整備に時間を要する企業も想定されることから、具体的な実施予定時

期を記載した書面を東証に提出している上場会社については、施行から 1年の間、決算情報及び適時開

示情報に関する英文開示を猶予するとされました（その場合、2025年 3月下旬を目途に、東証のウェブ

サイトで、適用猶予を受ける上場会社の名称や英文開示の実施予定時期を記載した一覧を公表する。）。 

４．その他の留意事項等 

 公表資料には「よくある質問と回答」として以下のような内容も記載されています。 

Ｑ．PR情報や縦覧書類（株主総会招集通知、CG報告書等）についても英文開示が必要か。 

Ａ．PR情報や縦覧書類については英文開示は必須ではない（任意）。 

Ｑ．すべての適時開示について、必ず日英同時開示が求められるのか。 

Ａ．英語による開示については、原則として、日本語による開示と同時に行うことが求められるが、例

えば、発生事実に係る開示など急遽対応が必要になる場合や、関係者との調整等により開示直前ま

で日本語による開示内容が定まらない場合であって、英語による同時開示を行おうとすると、日本

語による開示の遅延が生じるときは、この限りでないものとする。  

・ 適時開示については、該当する場合は直ちにその内容を開示することが求められているため、 日本

語の内容が定まっている場合には直ちに開示する必要がある。  

・ 日本語による適時開示自体が遅延することがないよう、まずは日本語による開示を優先するよう求

める。 

 

東証では英文開示の参考となるフォーマットとして、決算短信（サマリー情報）及び適時開示に関

する英文開示の様式例や、英文開示に記載するディスクレイマーの文例等が提供されていますので、

次の URLも合わせてご参考ください。 

https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html 

 

  以 上 

https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html

